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　第１回および第２回では、使用意思および不
使用商標に対して、日中両国の制度上の違いを
ご紹介して参りました。最終回となる第３回で
は、「悪意」の出願、すなわち、いわゆる冒認商
標の対策と関連制度について比較を行います。

まず、中国においては、第２回の後半で、「悪意」
の出願に関する商標法の改正草案および各規定や解
釈をご紹介し、どのような状況を「悪意」と認定す
るのか、更に、「悪意」の商標に対し、どのような対
策を行っているのか、今後の方向性がどのように規
定されているのか、を見て参りました。今回は、改
正草案や新設された各規定が、どのように実務に反
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～悪意の商標出願対策～


